
高根、旭ケ丘1.2.6～9、大薮、笠原町草口

市之倉3.4、姫1市営、笠原町神戸

廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮

市之倉1.2、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜

大畑、姫2.3、下沢、本、上、金山、中、新、御幸、
広小路、栄、新富、山下、笠原町平園
姫4～７、十九田、喜多、弁天、精華、白山、
住吉、笠原町富士、笠原町釜

1月後半の予定 2月前半の予定

根本、西山、滝呂1.4～7.10.11.15.16、
笠原町上原1264～2455番地

小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、笠原町向島
幸、旭ケ丘10

滝呂2.3.8.9、京、元、市之倉7～13、
北小木、笠原町音羽

北丘、旭ケ丘3～5、旭ケ丘5市営、
笠原町上原1264～2455番地

22

23

24
25
26

29

30

31

月

火

水
木
金

月

火

水

8月　収集地区1月　収集地区

大原、音羽、宝、若松、笠原町音羽
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金

火
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木
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2月　収集地区

東栄、大薮、笠原町上原156～1263番地

小名田、虎渓山、平井、大針、
笠原町上原156～1263番地

高田、大薮、笠原町上原156～1263番地
●汲み取り依頼など  
  笠原町以外…多治見市衛生公社  ☎ 22-6306
  笠原町………笠原環境クリーン  ☎ 43-4455
●転居、転入出など異動が生じた場合
  ………………………  上下水道課   ☎ 22-1230 
●収集日は事情により変更になることがあります

し尿処理一覧

松坂、明和、赤坂
上野、平和、美坂、前畑、宮前、大日、虎渓、
昭栄、生田、山吹、東、光ケ丘、笠原町栄

※下水道法第１０条、第１１条の３に基づき、汲み取り式
トイレは、公共下水道が使用できるようになった日から
３年以内に水洗化し、下水道へ接続する義務があります。
早急な下水道切り替えをお願いします。

市之倉5.6、金岡、長瀬、高根、姫1、笠原町神戸

滝呂12～14.17、田代、緑ケ丘、大正、平野、星ケ台、
上山、大畑、坂上、小田、笠原町西ケ平、笠原町平園

17 2024年 1月


































